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2020年8月14日付の通達第19/2020/TT-BCT号は、ASEAN自由貿易協定の商品原産地証明の規則

    2020年 9月 

 

2020年9月の税関に関するタックスアップデートは、下記の内容を案内します。 

2020年8月14日付の通達第19/2020/TT-BCT号は、ASEAN自由貿易協定の商品原産地証明の規

則に関する各通達の修正・補足 

税関総局から出された注意すべきオフィシャルレターの一部の紹介 

EVFTA に基づく商品の原産地証明についてのガイダンス、EPE 企業の加工活動に対する税務

政策についてのガイダンス・EPE から non-EPE に変更する際に発生する手続き・太陽光発

電プロジェクトに対する輸出税の政策・医療器具や医療設備の輸入時 VAT についてのガイダ

ンス・リース契約にのっとり、建設・工事目的で一時的に輸出され、その後再輸入されるも

のに対する税務上の取り扱いのガイダンス・中古品の輸入に対する輸入管理政策・税関価値

に関する質問への回答 

 

タックスアップデート 

税関について 
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2020年8月14日付の通達第19/2020/TT-BCT号は、ASEAN自由貿易協定の商品原産地証明の規則

に関する各通達の修正・補足 

 

ASEAN自由貿易協定（ATIGA）の内容を修正する政令を承認している、2020年7月23日付で政府から出

された決定書第110/NQ-CP号を実施するため、商工省は2020年8月14日付の通達第19/2020/TT-BCT号

（通達19号）を発行し、ATIGAの商品原産地証明の規則に関する各通達を修正・補足しました。 

 

通達第19号では以下の通り定めています。 

 

► C/O フォームDの発行規則に関する2016年10月3日付の通達第22/2016/TT-BCT号の付録の一部を差

し替えました。 

 

► 繊維と絹の原産地に関する2019年7月22日付の通達第10/2019/TT-BCT号の付録Ⅱ内、セクション４

を修正しました。 

 

► 原産地証明のトライアル実施が適用できる条件、対象、範囲を修正し、また2015年8月22日付の通達

第28/2015/TT-BCT号の第9条にある原産地の検査と確認についての規定及び当通達の付録の一部を

差し替えました。 

 

► ATIGAにある、原産地証明のトライアル実施に関する規定について定めた2015年8月22日付の通達第

28/2015/TT-BCT号を修正・補足した2017年12月6日付の通達第27/2017/TT-BCT号を撤廃しまし

た。  

 

通達第19号は2020年9月27日から有効となっています。 

 

税関総局から出された注意すべきオフィシャルレターの一部について 

 

► EVFTAに基づく商品の原産地自己証明についてのガイダンス 

 

税関総局は2020年8月21日付のオフィシャルレター第5575/TCHQ-GSQL号と2020年8月27日付のオ

フィシャルレター第5682/TCHQ-VP号を発行し、以下の通りEVFTAの協定に基づく商品の原産地証

明書についてのオフィシャルレター第 5575/TCHQ-GSQL号を修正しました。 

  

► 2020年8月1日以降に申告する輸入税関申告で、申告者が2020年8月1日以降に発行された原産地証

明書を提出する場合、申告者は税関申告書上での原産地証明書の情報の申告を行い、税関当局は規

定に則って受け付けます。 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=110/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
https://luatvietnam.net/vbpl/79691/chung-nhan-xuat-xu-c-o-/quy-che-cap-c-o-form-d-ap-dung-tu-15-11-2016-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/99973/chung-nhan-xuat-xu-c-o-/thay-moi-quy-tac-cu-the-mat-hang-danh-cho-c-o-form-d-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/70895/chung-nhan-xuat-xu-c-o-/co-che-thi-diem-tu-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-thay-the-c-o-form-d-.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-28-2015-tt-bct-thi-diem-tu-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa-hiep-dinh-thuong-mai-asean-288283.aspx
https://luatvietnam.net/vbpl/87982/chung-nhan-xuat-xu-c-o-/sua-doi-quy-che-thi-diem-tu-chung-nhan-xuat-xu-.html


2020 年 9 月  EY – タックスアップデート・税関 | ページ 3 

 

► EVFTA内のEUの原産地証明制度の適用について： 

 

► EUはEVFTAの第一議定書の第15条1c項に規定される原産地証明制度を正式に適用すると報告

しました。具体的には、REXシステム（Registered Exporter System)に基づき証明を実施しま

す。本規定は2020年6月15日付の通達第11/2020/TT-BCT号の第19条1c項によりガイダンスさ

れています。 

 

► EUは同時に、EVFTAの第一議定書の第15条1aと1b項に規定される原産地証明制度を適用しな

いと報告しました。（本規定は 通達第11/2020/TT-BCT号の第19条1aと1b項にガイダンスが

あります。） 

 

► 従って、加盟国からの商品をベトナムに輸入する際、REXコードを登録した加盟国に属する輸

出者から発行された原産地証明に基づいてEU原産地である荷物、または加盟国の何れかの輸

出者により承認された6000ユーロを超えない荷物について、インセンティブを受けることが可

能です。 

 

► 原産地証明を提出するタイミングについては、2018年4月20日付の通達第38/2018/TT-BTC号及

び2020年5月27日付の通達第47/2020/TT-BTC号の規定に基づき実施されます。 

 

EPE企業の加工活動に対する税務政策についてのガイダンス 

 

2020年8月21日に税関総局はオフィシャルレター第5589/TCHQ-TXNK号及びオフィシャルレター第

5596/TCHQ-TXNK号を発行し、EPE企業の加工活動に対する税務政策についてのガイダンスを提供

しました。 

 

上記オフィシャルレターでは、EPE企業が他のEPE企業の商品を加工する場合について下記の通り定

めています。 

 

► EPE企業が他のEPE企業に向けて加工目的で製品・原材料を送る場合は、輸出税・輸入税の対象

となりません。 

 

► EPE企業が他のEPE企業から加工目的で製品・原材料を受け取る場合は、非関税地域間で取引さ

れる商品・サービスと見なされるため、VATの対象となりません。 

 

EPE 企業が国内企業の加工を請け負う場合： 

 

► EPE企業に対する税務： 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/91498/circular/38-2018-tt-btc.link
https://luatvietnam.net/vbpl/105903/circular/47-2020-tt-btc.link
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► VATについて：EPE企業の加工活動が政府の2018年5月22日付の法令第82/2018/ND-CP 号

の第30条7項の規定に従って、ベトナムにおける商品売買または商品売買に直接関係する活

動に含まれる場合、上記加工活動に対するVATの計上・申告・納税は個別に行い、税率は

10％となります。 

 

► 当オフィシャルレターは、EPE企業の加工サービスが商品売買活動に含まれない場合のVAT

についてのガイダンスは明確にしていません。 

 

► 国内企業に対する税務： 

 

► EPE企業より加工商品を受け取る際、国内企業は規則により輸入税を申告し支払わなければ

なりません。輸入税の計算は通達第39/2015/TT-BTC号の第3条17項に則って実施され、加

工契約に基づいてEPE企業に渡した原料の税関価値は使用しません。 

 

► EPE企業からの加工商品が国内企業により引き続き生産、加工、輸出される場合は、EPE企

業より受領した加工商品に対して既に支払った輸入税の還付についての規定はまだありませ

ん。 

 

EPEからnon-EPEに変更する際に発生する税務や手続き  

 

税関総局が発行した2020年08月18日付のオフィシャルレター第 5469/TCHQ-TXNK号は、EPE企業

からnon-EPEに変更する際の、固定資産に関連した税務と手続きについて以下の通り案内していま

す。 

 

► 輸入関税：non-EPE（変更後）は、投資法及び輸出入税法に規定されている投資優遇を受けるた

めの条件を満たしている場合、固定資産の輸入関税が引き続き免除されます。 

 

► 税関手続：輸入関税が免除された輸入固定資産は、「使用目的変更」の申請手続を行う必要があ

ります。通達第38/2015/TT-BTC号の第21条（通達第39/2018/TT-BTC号による改訂あり）に規

定されている、投資奨励分野に属する企業の、輸入税が免税されている固定資産が、同様に投資

奨励分野に属する他の企業に移転されるケースと同様の扱いとなります。 

 

太陽光発電プロジェクトに対する輸出税の政策 

 

現行規定によると、投資優遇の対象となる企業が輸入する固定資産、スペアパーツ、材料、建設資材

等は輸入関税を免税される場合があります。しかし、建設資材に対しては、輸入関税が免税されるも

う一つの条件として、国内で製造できない資材であることが定められています。計画投資省は、
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2018年3月30日付の通達第01/2018/TT-BKHDT号により、国内で生産できる商品・建設資材のリス

トを発行しました。 

 

それに従い、税関総局は2020年08月20日付のオフィシャルレター第5533/TCHQ-TXNK号を発行

し、各地方や市の税関局に、輸入関税の免税を行う過程で、再生可能エネルギープロジェクト（太陽

光発電）向けの輸入商品に対して、正確な税務や規定の適用を確認し、2020年10月1日までに税関総

局に報告するよう要請しました。 

 

医療器具や医療設備の輸入時VATについてのガイダンス 

 

税関総局は2020年8月4日付のオフィシャルレター第5145/TCHQ-TXNK号と2020年8月14日付のオフ

ィシャルレター第5379/TCHQ-TXNK号を発行し、医療器具と医療設備に適用される輸入時VATにつ

いてガイダンスを提供しています。 

 

そのガイダンスによると、2015年2月27日付の通達第26/2015/TT-BTC号の第1条8項及び2014年6月

26日付の通達第83/2014/TT-BTC号の第4条5項に具体的に名前が提示されていない輸出医療器具と

医療設備、また2011年6月21日付の通達第24/2011/TT-BYT号付随の保健省からの許可証によって輸

入される医療器具リストに該当しない商品は、VAT5％を適用するために保健省の確認が必要となり

ます。 

 

保健省の確認がない場合は、VAT10%が適用されます。 

 

リース契約において、建設・工事目的で一時的に輸出され、その後再輸入されるものに対する税務上の

取り扱いのガイダンス 

 

2020年7月3日、税関総局はオフィシャルレター第4493/TCHQ-TXNK号を発行し、リース契約に基づ

いて建設・工事目的で一時的に輸出され、その後再輸入される商品に対する税務上の取り扱いに関す

るガイダンスを提供しています。 

 

そのガイダンスによると、リース契約に基づき建設・工事向けの機械設備を一時的に輸出しその後再

輸入する場合で、かつ、リースされている資産の所有権が依然としてベトナムの貸出側に所属し、商

品が輸出後再輸入の形式で税関申告するための十分な条件を満たしている場合に、輸出入関税とVAT

はそれぞれ下記の扱いとなります。 

 

► 一時的に輸出する際、輸出税が免除されます。 

► 申告した期間内に再輸入する際、輸入税とVATが免除されます。 
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中古品の輸入に対する輸入管理政策 

 

商工省との協議に基づき、税関総局は2020年8月7日にオフィシャルレター第5181/TCHQ-GSQL号を

発行し、輸入が禁止されている中古品の管理についてのガイダンスを提供しています。 

  

そのガイダンスによると、商工省の2018年6月15日付の通達第12/2018/TT-BCT号の付録Iに規定さ

れている輸入禁止リースに含まれている中古品（HSコードと詳細の製品説明があります）は、輸入

理由に関わらず輸入禁止対象となります。 

 

税関価値に関する質問への回答  

 

税関総局は2020年8月19日付のオフィシャルレター第5510/TCHQ-TXNK 号で、ホーチミン市の税関

当局に対して、税関価値に関する質問に回答しました。その回答には、以下の点が含まれています。 

 

► ワンタイム税関価値相談の申請について：規定に従い、税関申告者はワンタイム税関価値相談の

申請をオンラインポータル上で提出する必要があります。申告者が郵送で書類を提出する場合で

も、税関当局は決定書第1304/QĐ-TCHQ号に基づいて受理をすることになります。 

 

► ワンタイム税関評価値相談の結果が受理される条件について：税関総局は企業ランク基準を使用

し、ワンタイム税関価値相談の結果の使用を検討・受理します。 

 

► 「申告が不正確で、税関申告書の商品説明に不備があり税関価値に影響を与える」等の理由で価

値が否認された場合、税関当局は申告者に対して、通知日から5日以内に修正申告を行うよう要

求します。期限を過ぎても申告者が追加申告を行わない場合、税関当局は規則に従って課税を行

います。 

 

► 運用管理ソフトウェアについて：税関総局は特定のケースにおける税関価値の決定についてガイ

ダンスを提供しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-12-2018-tt-bct-huong-dan-luat-quan-ly-ngoai-thuong-va-69-2018-nd-cp-369631.aspx
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For more tax and law updates and related materials, please visit:  
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